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東船橋自治会会則 

 
第 １ 章  総 則  

（名称、組織） 

第１条 本会は、船橋市東船橋自治会と称し、東船橋１、５、６、７丁目（一部地域を除く）の全域、

及び４丁目の全域に居住又は事務所を有する者を会員として組織する。 

 

（目的） 

第２条 本会は、地域の共同活動を通じて、良好な地域社会の維持形成をはかり、併せて会員の福祉向上

及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。 

 

（事務所） 

第３条 本会の事務所を、船橋市東船橋７丁目２０番１号の東船橋自治会館内に置く。 

 

（事業） 

第４条 本会の目的を達成するため、下記事業を行うものとする。 

１．防犯、防災、環境衛生、交通及び消防等に関する事項 

２．地域の福祉増進に関する事項 

３．非常災害等の発生時に、関係機関と連携をはかり、救済に関する事項 

４．青少年の健全育成に関する事項 

５．地域の行事に対する協力に関する事項 

６．関係機関等からの配付物の回付に関する事項 

７．自治会館の管理及び利用に関する事項 

８．会員相互の親睦をはかる事項 

９．その他、本会の目的達成に必要な事項 

 

第 ２ 章  会 員  
（会費） 

第５条 本会の会員は、別表に定める会費を納付するものとする。 

 

（入会） 

第６条 第１条に定める者が、本会に入会しようとする者は、会⾧に申し出しなければならない。 

 

（退会） 

第７条 会員が次の各号の一に該当する場合には、退会したものとする。 

１．会員が第１条に定める区域内に住所又は事務所を有しなくなったとき。 
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２．会員本人から別に定める退会届が会⾧に提出されたとき。 

３．会員が死亡し、家族が同居しないとき。 

 

第 ３ 章  役 員  
（役員の種別） 

第８条 本会に下記の役員を置く。 

１．会⾧  １名 

２．副会⾧ ７名以内 

３．会計監査２名 

４．常任理事若干名 

５．会計理事２名 

 

６．理事 （班⾧があたる） 

   （平成２１年４月一部改正） 

 

（役員の選出） 

第９条 １．会⾧、副会⾧、会計監査は、会員の中から常任理事に推薦された者とし、総会において承認

された者とする。 

２．常任理事は、その所属する各班の理事（班⾧）、又は会員の中から推薦された者とする。 

３．会計理事は、常任理事の中より選出する。 

４．理事（班⾧）は、その班を構成する会員の中から互選する。 

 

（役員の職務） 

第１０条 １．会⾧は本会を代表し、会務を統理する。 

 ２．副会⾧は、会⾧を補佐し、会⾧に事故あるとき、又は欠けたときは、会⾧があらかじめ指名した

順序によって、その職務を代行する。 

３．常任理事は、会⾧の諮問に応じ、会の事業計画及び予算の編成、その他一般業務を審議し

処理する。 

 ４．会計理事は、本会の経理に関する一切の事務を処理する。 

 ５．理事は、本会の目的達成に協力する。 

 ６．会計監査は、本会の会計業務及び資産の状況を監査し、又会議に出席して意見を述べるこ

とができる。 

 

（役員の任期） 

第１１条 １．役員の任期は２年とする。ただし、理事は１年とし、いずれも再任を妨げない。 

２．補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
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（相談役、顧問） 

第１２条 本会に相談役、顧問を置くことができ、会議に出席して助言することができる。  

 

第 ４ 章  会 議  
（会議の種別） 

第１３条 本会の会議は次のとおりとし、会⾧がこれを招集する。 

１．通常総会 

２．常任理事会 

 

（会議の開催） 

第１４条 総会は役員をもって構成し、通常と臨時に開催する。総会を開催するにあたり会員において議案

等に意見がある場合は、事前に役員に申し出ることができるものとする。 

１．通常総会は、毎年度決算終了後、２か月以内に開催する。 

２．臨時総会は、次の場合に開催する。 

（１）会⾧が必要と認めたとき。 

（２）会員の５分の１以上の請求があるとき。 

３．総会は役員の過半数の出席により成立する。 

４．役員は、書面（電磁的記録を含む。以下同じ。）により、議決権を行使することができる。 

５．前項の規定により議決権の行使のための書面を提出した役員は、その総会に出席したものとみ

なす。 

 

（会議の議⾧） 

第１５条 会議は通常、会⾧が議⾧となるものとし、総会の議⾧は役員の中より選出することもできる。 

 

（総会の議決） 

第１６条 １．総会は、この会則に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 

 ２．議事は出席した役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議⾧の決するところによる。 

 

（総会の議事録） 

第１７条 １．総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）役員（理事）の出席者数 

（３）審議事項 

（４）議事の経過概要及びその結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２．議事録には、議⾧及びその会議において選任された議事録署名人２人が署名押印しなけ

ればならない。 
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第 ５ 章  事業計画、予算、会計 
（事業計画、予算） 

第１８条 本会の毎年度の事業計画及び予算は、総会の議決を経て定めなければならない。 

 

（事業報告、決算） 

第１９条 本会の毎年度の事業報告及び決算は、会計監査の監査を受け、総会の承認を受けなければな

らない。 

 

（会の経費） 

第２０条 本会の経費は、繰越金、会費、市交付金、寄付金及びその他収入金をもって充てる。 

 

（会計年度） 

第２１条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第 ６ 章  雑 則  
（会則の改廃） 

第２２条 本会会則の改廃は、総会の議決をもってする。 

 

（委任） 

第２３条 本会の目的達成に必要な事項については、常任理事会の議を経て別に定める。 

 

 

附則      

この会則は、平成１９年４月１日から施行する。 

この会則は、平成２１年４月１日から施行する。      

この会則は、平成２８年４月１日から施行する。 

この会則は、令和６年５月２０日から施行する。 

この改正は、令和８年５月 17 日から施行する。 
 

 

  別表 自治会会費     

  
持ち家世帯（戸建て住

宅、分譲マンション等） 

借り家世帯（賃貸住宅、

アパート等） 
事務所を有する者 

 

月額  

会費 
２５０円 ２００円 ２５０円以上 

 

（平成１９年４月改正・平成２８年４月改正・令和６年５月改正） 


